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習志野都市計画都市再開発の方針の変更 

 

 

習志野都市計画都市再開発の方針を次のとおり変更する。 

 

 

 

 

 

習志野都市計画都市再開発の方針の決定 

 

 

習志野都市計画都市再開発の方針を次のとおり決定する。 
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１ 都市再開発の目標 

（１）千葉県の再開発の基本目標 

    人口減少・少子高齢化社会の進展、防災性の向上、低炭素社

会の構築、良好な景観の保全・形成等の都市を取り巻く社会

経済情勢の変化やそれに伴う課題に対応した広域的な都市計

画の取り組みが求められている。 

    そのため、人口減少・少子高齢に対応したコンパクトで持

続可能な都市づくり、災害に強い安全な都市づくり、空き家

や空き施設を再生し賑わいのある都市づくりに向け、計画的

な再開発が必要な市街地における都市機能の更新が急務とな

っている。 

    このことから、既成市街地のうち、土地の高度利用を図る

べき地区、市街地の環境改善を図るべき地区などにおいて、

市街地再開発事業や土地区画整理事業などの市街地開発事業

による都市の再構築、地区計画などの規制誘導手法による修

復型のまちづくりなどの再開発を進め、土地の合理的かつ健

全な高度利用と都市機能の更新を積極的に推進する。 

１ 都市再開発の目標 

（１）千葉県の再開発の基本目標 

    人口減少・高齢化社会への対応、防災性の向上、環境負荷の

低減、良好な景観の保全・形成等の都市が抱える各種課題に

対応しながら、これからの社会経済情勢の変化に対応した都

市計画の取り組みが必要となっている。 

    そのため、集約型の都市づくり、既成市街地における低未

利用地や既存ストックの有効活用、災害に強いまちづくりな

どに向け、計画的な再開発が必要な市街地における都市機能

の更新が急務となっている。 

    このことから、既成市街地のうち、土地の高度利用を図る

べき地区、市街地の環境改善を図るべき地区などにおいて、

市街地再開発事業や土地区画整理事業などの市街地開発事業

による都市の再構築、地区計画などの規制誘導手法による修

復型のまちづくりなどの再開発を進め、土地の合理的かつ健

全な高度利用と都市機能の更新を積極的に推進する。 

（２）習志野都市計画区域における都市再開発の目標 

    本区域は、千葉県の西部に位置し、船橋市、千葉市、八千代

市に隣接し、南側は東京湾に面しており、首都圏整備法によ

る近郊整備地帯の指定がされている。 

    都心からほぼ３０ｋｍの距離にあり、鉄道による都心から

の所要時間は概ね３０分程度であるなど、交通利便性が高い

（２）習志野都市計画区域における都市再開発の目標 

    本区域は、千葉県の西部に位置し、船橋市、千葉市、八千代

市に隣接し、南側は東京湾に面しており、首都圏整備法によ

る近郊整備地帯の指定がされている。 

    都心からほぼ３０ｋｍの距離にあり、鉄道による都心から

の所要時間は概ね３０分程度であるなど、交通利便性が高い
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立地条件にあるため、昭和４０年代から住宅開発が急激に進

み、昭和５０年代に入ると駅周辺において商業施設等の立地

が進んだ。 

現在では、それらの商業施設等の多くが、建築後４５年以

上を経過し老朽化への対応や少子高齢化を背景とした新たな

施設ニーズへの対応が必要となっている。 

    このような状況を踏まえ、本区域の将来都市像である、「多

彩で豊かな交流が広がるまち」の実現を目指し、市街地開発

事業や地区計画等により、土地の合理的かつ健全な高度利用

及び都市機能の更新を図るため、習志野都市計画都市再開発

の方針を定める。 

立地条件にあるため、昭和４０年代から住宅開発が急激に進

み、昭和５０年代に入ると駅周辺において商業施設等の立地

が進んだ。 

現在では、それらの商業施設等の多くが、建築後４０年以

上を経過し老朽化への対応や少子高齢化を背景とした新たな

施設ニーズへの対応が必要となっている。 

    このような状況を踏まえ、本区域の将来都市像である、「未

来のために ～みんながやさしさでつながるまち～ 習志

野」の実現を目指し、市街地開発事業や地区計画等により、土

地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の更新を図るた

め、習志野都市計画都市再開発の方針を定める。 

２ 計画的な再開発が必要な市街地 

（１）計画的な再開発が必要な市街地 

    本区域の既成市街地において、計画的な再開発が必要な市

街地（以下「１号市街地」という。）として、都市再開発の方

針図のとおり位置付ける。併せて、１号市街地に係る再開発

の目標並びに土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能

の更新に関する方針を表１のとおり定める。 

 

 

  土地の合理的な高度利用を図るべき地区 

  ・拠点機能の強化・充実を図るべき地区 

    津田沼駅周辺地区について、本区域の「玄関」として相応し

２ 計画的な再開発が必要な市街地 

（１）計画的な再開発が必要な市街地 

    本区域の既成市街地において、次に掲げる①及び②により、

津田沼駅周辺地区を計画的な再開発が必要な市街地（以下「１

号市街地」という。）として、都市再開発の方針図のとおり位

置付ける。併せて、１号市街地に係る再開発の目標並びに土

地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の更新に関する

方針を表１のとおり定める。 

 

 ① 土地の合理的な高度利用を図るべき地区 

  ・拠点機能の強化・充実を図るべき地区 

    津田沼駅南口地区について、本区域の「玄関」として相応し
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い多様な都市機能を有する広域拠点の形成を図る。 

    

 削除 

 

い多様な都市機能を有する広域拠点の形成を図る。 

    

 ② 市街地の環境改善を図るべき地区 

  ・用途転換及び用途純化を図るべき地区 

    新津田沼駅南口地区について、津田沼駅周辺と一体となっ

た中心市街地を形成するため、適切な用途転換を図る。 

 

３ 特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき地区 

    １号市街地のうち、津田沼駅南口地区を特に一体的かつ総

合的に市街地の再開発を促進すべき地区（以下「２項再開発

促進地区」という。）として都市再開発の方針附図のとおり位

置づけ、その整備又は開発の計画概要を表２のとおり定める。 

 

    津田沼駅南口地区は、魅力ある都市環境を有する広域的な

拠点の形成を目指し、周辺との調和に配慮しつつ、交通結節

点としての機能強化や商業・業務・文化機能等の集積を図る

ことにより、土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能

の更新を図る。 

    削除 

３ 特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき地区 

    １号市街地のうち、津田沼駅南口地区及び新津田沼駅南口

地区を特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき

地区（以下「２項再開発促進地区」という。）として都市再開

発の方針附図のとおり位置づけ、その整備又は開発の計画概

要を表２のとおり定める。 

    津田沼駅南口地区は、魅力ある都市環境を有する広域的な

拠点の形成を目指し、周辺との調和に配慮しつつ、交通結節

点としての機能強化や商業・業務・文化機能等の集積を図る

ことにより、土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能

の更新を図る。 

    新津田沼駅南口地区は、駅前の中心市街地として相応しい

商業・業務機能等の集積を図ることにより、津田沼駅南口地

区との回遊性にも配慮しつつ、土地の合理的かつ健全な高度

利用及び都市機能の更新を図る。 
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新 

 表１ 計画的な再開発が必要な市街地（１号市街地）の整備方針               都市計画区域名：習志野都市計画区域 

番
号 

地区名称 

（ ｈａ ） 
再開発の目標 

土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の更新に関する方針 再開発を誘導 

すべき地区 

（誘導地区） 

特に一体的かつ総合

的に再開発を促進す

べき地区 

（再開発促進地区） 

適切な用途及び密度の確

保その他の適切な土地利

用の実現に関する事項 

主要な都市施設の整

備に関する事項 

都市の環境、景観等の維

持及び改善に関する事項 

１ 

津田沼駅周辺地区 

（約１３．５ｈａ） 

・中心市街地として相応

しい魅力ある都市空間

を形成する。 

・拠点性の高い商業・業

務・文化機能等の集積

を図る。 

・交通結節点としての機

能の向上を図る。 

・安全・安心な回遊性を確

保し、交流が創出する

歩行者空間を整備す

る。 

・周辺の都市機能と調和

した良好な居住環境の

形成及び防災性の向上

を図る。 

・中心市街地として、商

業・業務・文化機能等の

集積を図る。 

・市街地開発事業の適切

な誘導により、土地の高

度利用を促進する。 

・３．３．２号津田沼

駅前線（津田沼駅南

口交通広場）の整備 

・津田沼駅南口自転

車駐車場の整備 

・公園の整備 

・駐車場の整備 

・文化施設の整備 

 

・緑豊かなオープンスペ

ースが確保される等、

本区域の玄関として相

応しい都市景観の形成

を図る。 

・交流創出・回遊性等を  

備えた安全で快適な歩

行者空間の確保を図

る。 

・建物の共同化により不

燃化、耐震化の促進及

び防災機能の向上を図

る。 

 ・津田沼駅南口地区 

削除 
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旧 

 表１ 計画的な再開発が必要な市街地（１号市街地）の整備方針               都市計画区域名：習志野都市計画区域 

番
号 

地区名称 

（ ｈａ ） 
再開発の目標 

土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の更新に関する方針 再開発を誘導 

すべき地区 

（誘導地区） 

特に一体的かつ総合

的に再開発を促進す

べき地区 

（再開発促進地区） 

適切な用途及び密度の確

保その他の適切な土地利

用の実現に関する事項 

主要な都市施設の整

備に関する事項 

都市の環境、景観等の維

持及び改善に関する事項 

１ 

津田沼駅周辺地区 

（約１３．５ｈａ） 

・中心市街地として相応

しい魅力ある都市空間

を形成する。 

・拠点性の高い商業・業

務・文化機能等の集積

を図る。 

・交通結節点としての機

能の向上を図る。 

・安全・安心な回遊性を確

保し、交流が創出する

歩行者空間を整備す

る。 

・周辺の都市機能と調和

した良好な居住環境の

形成及び防災性の向上

を図る。 

・中心市街地として、商

業・業務・文化機能等の

集積を図る。 

・市街地開発事業の適切

な誘導により、土地の高

度利用を促進する。 

・駅前広場の整備 

・公園の整備 

・駐車場、駐輪場の 

整備 

・文化施設の整備 

 

・緑豊かなオープンスペ

ースが確保される等、

本区域の玄関として相

応しい都市景観の形成

を図る。 

・交流創出・回遊性等を  

備えた安全で快適な歩

行者空間の確保を図

る。 

・建物の共同化により不

燃化、耐震化の促進及

び防災機能の向上を図

る。 

 ・津田沼駅南口地区 

・新津田沼駅南口地

区 
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新 

 表２ 再開発促進地区（２項地区）の整備又は開発の計画概要               都市計画区域名：習志野都市計画区域 

番
号 

地区名称 

（ｈａ） 

地区整備の主たる目

標 

整備又は開発の計画の概要 

土地利用計画 建築物の更新の方針 
施設整備の方

針 

再開発推進の

条件整備等の

措置等 

概ね５年以

内に実施予

定の事業 

概ね５年以内に決定又は

変更予定の都市計画 

１ 

津田沼駅 

南口地区 

約４．０ｈ

ａ 

・本区域の玄関とし

て相応しい魅力あ

る都市環境を有す

る広域的な商業・

業務・文化機能等

を集積した拠点を

形成する。 

・商業・業務・文化機

能等の集積を図り、

秩序ある土地の高

度利用を促進する。 

・周辺の都市機能と調

和した居住機能の

適正配置を図る。 

・民間活力の導入により、

駅前広場及び公園等の

公共施設と調和した商

業・業務・文化施設の更

新を図る。 

・建物の不燃化及び耐震化

等の促進により、防災機

能の向上及び安心・安全

な市街地を形成する。 

・３．３．２

号津田沼駅

前線（津田

沼駅南口交

通広場）の

整備 

・津田沼駅南

口自転車駐

車場の整備 

・公園の整備 

・駐車場の整

備 

・文化施設の

整備 

 

・民間活力導

入による整

備 

・津田沼駅

南口地区

第一種市

街地再開

発事業 

・市街地開発事業 

（市街地再開発事業） 

削除 

・地区計画 

削除 
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旧 

 表２ 再開発促進地区（２項地区）の整備又は開発の計画概要               都市計画区域名：習志野都市計画区域 

番
号 

地区名称 

（ｈａ） 

地区整備の主たる目

標 

整備又は開発の計画の概要 

土地利用計画 建築物の更新の方針 
施設整備の方

針 

再開発推進の

条件整備等の

措置等 

概ね５年以

内に実施予

定の事業 

概ね５年以内に決定又は

変更予定の都市計画 

１ 

津田沼駅 

南口地区 

約４．０ｈ

ａ 

・本区域の玄関とし

て相応しい魅力あ

る都市環境を有す

る広域的な商業・

業務・文化機能等

を集積した拠点を

形成する。 

・商業・業務・文化機

能等の集積を図り、

秩序ある土地の高

度利用を促進する。 

・周辺の都市機能と調

和した居住機能の

適正配置を図る。 

・民間活力の導入により、

駅前広場及び公園等の

公共施設と調和した商

業・業務・文化施設の更

新を図る。 

・建物の不燃化及び耐震化

等の促進により、防災機

能の向上及び安心・安全

な市街地を形成する。 

・駅前広場の

整備 

・公園の整備 

・駐車場、駐

輪場の整備 

・文化施設の

整備 

 

・民間活力導

入による整

備 

・市街地再

開発事業 

・市街地開発事業 

（市街地再開発事業） 

・地域地区 

（高度利用地区、特定街

区） 

・地区計画 

・都市計画公園、都市計

画緑地 

・津田沼駅南口駅前広場 

２ 

新津田沼駅

南口地区 

約５．３ｈ

ａ 

・津田沼駅南口地区

と連携し、交流創

出・回遊性・交通

結節点等にも配慮

した商業・業務・

居住機能等の形成

を図る。 

・商業・業務機能等の

集積を図り、秩序あ

る土地の高度利用

を促進する。 

・周辺の都市機能と調

和した居住機能の

適正配置を図る。 

・民間活力の導入により、

商業・業務施設の更新を

図る。 

・建物の不燃化及び耐震化

等の促進により、防災機

能の向上及び安心・安全

な市街地を形成する。 

・公園の整備 

・公共交通

（バス）乗

降場の整備 

・駐車場、駐

輪場の整備 

・民間活力導

入による整

備 

・土地区画

整理事業 

・市街地開発事業 

（土地区画整理事業） 

・地域地区 

（用途地域、防火地域、

高度地区） 

・地区計画 

・都市計画公園 
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新 

都市再開発の方針図 
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旧 

都市再開発の方針図 

 

  

新津田沼駅南口地区削除 

R5 市街化区域編入のため削除 
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新 

都市再開発の方針附図  １．津田沼駅南口地区 

 

R6 都市計画決定に合わせて修正 
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旧 

都市再開発の方針附図  １．津田沼駅南口地区 
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新 

都市再開発の方針附図  ２．新津田沼駅南口地区 

削除 
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旧 

都市再開発の方針附図  ２．新津田沼駅南口地区 

 

 


